
函館工業高等専門学校技術相談取扱規程 

平成27年3月16日 

函高専達第16号 

 

(趣旨) 

第1条 この要項は，独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)技術相談

に関するガイドラインに基づき，函館工業高等専門学校(以下「本校」という。)において，

技術相談の取扱い等に関し必要な事項を定める。 

 

(定義) 

第2条 技術相談とは，企業等における技術的な問題を解決するため，本校の有する研究成

果や技術的知識を広く活用する一時的な相談とし，申込者に対する技術的問題解決に向

けての支援，及び相互の研究開発等の活性化を図るための技術指導・助言や情報交換に

限定するものをいう。 

 

(受入れの基準) 

第3条 原則として，教職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認めら

れるものであり，かつ本来の教育・研究業務に支障を生じるおそれがないと認められる

場合に限り受け入れるものとする。 

 

(受入れの条件) 

第4条 次の各号に該当する場合は，受け入れをしないものとする。 

一 技術相談は，技術保証等のために機構又は本校の名称を利用することのみを目的と

する場合 

二 技術相談の結果に基づく申込者の事業や活動に，機構又は本校が過度の責任を負う

ことを求められる場合 

三 その他，校長が受け入れるべきでないと判断する場合 

 

(技術相談の申込み) 

第5条 技術相談の申込みは，申込者が「技術相談申込書」(様式1)に記入し，研究推進室

長(以下「推進室長」という。)へ提出するものとする。 

 

(技術相談の受入れ) 

第6条 推進室長は，前条の申込があった場合は，その受入れ等について内容を審査し，受

入れを決定したときは，申込者にその旨を通知するものとする。 

 



(技術相談料の納入) 

第7条 申込者は，受入決定後，技術相談料を所定の期日までに納付しなければならない。 

2 受入れた技術相談料は，本校の都合により受け入れを取り消した場合を除き，原則とし

て返還しないものとする。 

3 前項の技術相談料は，初回を無料とし，2回目以降は1時間につき3,000円(消費税を含ま

ない。)とする。ただし，次の各号の一に該当する場合は免除されるものとする。 

一 公的機関からの申込みの場合 

二 申込者が，申込み時において，共同研究，受託研究，受託試験のいずれかの申請を

前提とする旨の意思表示をした場合 

三 申込者が，申込み時において，函館工業高等専門学校地域連携協力会の会員である

場合，若しくは入会する意思表示をした場合 

四 その他，校長が必要と認める場合 

 

(技術相談の開始) 

第8条 技術相談は，初回を除いて技術相談料が支払われた日から開始するものとする。た

だし，校長が緊急を要すると判断した場合は，この限りではない。 

 

(技術相談の実施) 

第9条 技術相談を担当した教職員は，技術相談の経過中又は結果として共同研究，受託研

究，受託試験を行うこととなった場合は，速やかに契約締結等の必要な手続きを行い，

実施するものとする。 

2 期間及び指導回数が特定され，かつ，技術指導の対価の他に交通費等の必要経費の徴収

が必要となる場合及び教職員の指導の下に本校の研究設備・機器等を使用する場合は，

「独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則」における受入研究者指導料と

して取り扱うものとし，共同研究(技術指導)契約を締結するものとする。 

 

(知的財産権の取扱い) 

第10条 技術相談を担当した教職員は，技術相談の経過中又は結果として知的財産が生じ

た場合は，発明等届を速やかに本校知的財産委員会に提出しなければならない。 

2 技術相談の結果生じた知的財産権(特許権，実用新案権，意匠権及び商標権並びにこれ

らの権利を受ける権利，申込者から利用の申出があった著作物の著作権をいう。)につい

ては，当該技術相談を担当する教職員の寄与分を機構又は教職員に帰属させるものとし，

その取扱いについては「独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産取扱規則」の規定

を適用する。 

 

(秘密保持) 



第11条 技術相談を担当した教職員並びに依頼者は，技術相談の実施に際して提供若しく

は開示を受け，又は相手方より知り得た秘密情報について，その秘密保持に十分な配慮

をしなければならない。 

 

(成果有体物) 

第12条 技術相談の経過で成果有体物の提供を行う場合は，「独立行政法人国立高等専門

学校機構成果有体物取扱規則」の規定に基づき，研究成果有体物提供契約を締結しなけ

ればならない。 

 

(報告) 

第13条 技術相談を担当した教職員は，技術相談を終了したときは，「技術相談報告書」(様

式2)により推進室長に報告を行うものとする。 

 

(雑則) 

第14条 この規程に定めるもののほか，技術相談の取扱いに関し必要な事項は，別に定め

る。 

 

附 則 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

 

附 則(令和 5 年 3 月 24 日函館高専達第 34 号) 

この規程は，令和5年4月1日から施行する。



様式 1（第 5 条関係） 

年  月  日  

 

 

技術相談申込書 

 

 

 函館工業高等専門学校 

 研究推進室長 殿 

 

  下記のとおり技術相談を申込みます。 

 

記 

 

申

込

者 

企業名等   

役 職   

氏 名                     印 

住 所   

電 話   

E-mail   

担当教職員の希望 
□ 有  (担当教職員名：     ) 

□ 無 

相談内容 

具体的にご記入ください。 

 

 次の事項について，ご確認の上，同意いただける場合は，レをご記入願います。 

秘 密 保 持 

□ 技術相談の経過において，担当教職員よりノウハウ等の提供を受けた場合，秘密保持

契約を締結することに同意する。 

  ※同意いただけない場合，技術相談を実施することができないことがあります。 

知的財産の取扱い 

□ 技術相談の経過又は結果，担当教職員の寄与により知的財産が生じた場合，当校へ書

面にて通知することに同意する。 

  ※同意いただけない場合，技術相談を実施することができないことがあります。 

 



様式 2（第 13 条関係） 

年  月  日  

 

技術相談報告書 

 

 函館工業高等専門学校 

 研究推進室長 殿 

 

(報告者) 所属：             

                                   役職：             

氏名：          印  

 

 

  下記のとおり技術相談を行いましたので報告します。 

 

記 

 

技術相談実施日時 年  月  日( )  ：  ～  ：  (  時間) 

相 談 者 

※名刺の写し添付可 

企 業 名 等： 

役 職： 

氏 名： 

連 絡 先： 

相談内容   

対 応 

  

ノウハウ等の提供   □ 有    □ 無 

秘密情報の受領    □ 有    □ 無 

今後の対応      □ 共同・受託研究  □技術指導  □ 無 

知的財産の創出    □ 有  ※詳細は別添発明等届のとおり 

             (□発明・□考案・□意匠・□ノウハウ・□その他) 

           □ 今後創出する可能性が有     □ 無 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下 記入不要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

確認欄 

相 談 料     ： □ 有料 (     円)         □ 無料 

秘密保持契約    ： □ 締結済み    □ 後日締結が必要  □ 締結は不要 

発明等の取扱い   ： □ 知的財産委員会へ相談         □ 無 

今後の対応     ： □ 共同・受託研究 □ 技術指導 □ 相談継続 □ 無(完了) 

 

  校長 研究推進室長 事務部長 担当課長 担当補佐 担当者 

            

 


